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教
育
・
保
育
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
整
備
並
び
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
並
び
に

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
及
び
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な

指
針

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
つ
い
て
は
、
少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
等
に
基
づ
き
、
総

合
的
な
施
策
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
成
二
十
四
年
八
月
に
、
質
の
高
い
幼
児
期
の
学
校
教
育
・
保
育
の
総

合
的
な
提
供
、
保
育
の
量
的
拡
大
及
び
確
保
並
び
に
地
域
に
お
け
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
充
実
等
を
図
る
た
め
、
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
制
定
の
ほ
か
、
就
学
前
の
子
ど
も
に

関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
六

号
）
及
び
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
改
正
を
含
め
た
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の

子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
が
制
定
さ
れ
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
新
た

な
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
平
成
二
十
八
年
四
月
及
び
令
和
元
年
十
月
に
、
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
新
た
に
仕
事
・
子

育
て
両
立
支
援
事
業
及
び
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
が
そ
れ
ぞ
れ
創
設
さ
れ
た
。
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六

そ
の
他

１

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
の
時
期

市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
法
の
施
行
の
日
ま
で
に
作
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

が
、
教
育
・
保
育
施
設
及
び
地
域
型
保
育
事
業
の
認
可
及
び
認
定
並
び
に
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保

育
事
業
の
確
認
等
の
事
務
が
法
の
施
行
の
日
の
半
年
程
度
前
に
開
始
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
教
育
・
保
育

及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
量
の
見
込
み
並
び
に
実
施
し
よ
う
と
す
る
教
育
・
保
育
及
び
地
域
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
確
保
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
時
期
に
つ
い
て
、
法
の
施
行
の
日
の
半
年
程
度
前
ま
で

に
お
お
む
ね
の
案
を
取
り
ま
と
め
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
も
、
教
育
・
保
育
施
設
及
び
地
域
型
保
育
事
業

の
認
可
等
の
事
務
が
法
の
施
行
の
日
の
半
年
程
度
前
に
開
始
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
教
育
・
保
育
の
量
の

見
込
み
並
び
に
実
施
し
よ
う
と
す
る
教
育
・
保
育
の
提
供
体
制
の
確
保
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
時
期
に
つ
い
て
、
法
の

施
行
の
日
の
半
年
程
度
前
ま
で
に
お
お
む
ね
の
案
を
取
り
ま
と
め
る
必
要
が
あ
る
。

２

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
期
間
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子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
を
一
期
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
達
成
状
況
の
点
検
及
び
評
価

市
町
村
及
び
都
道
府
県
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
状
況

（
教
育
・
保
育
施
設
や
地
域
型
保
育
事
業
の
認
可
等
の
状
況
を
含
む
。
）
や
、
こ
れ
に
係
る
費
用
の
使
途
実
績
等
に
つ

い
て
点
検
、
評
価
し
、
こ
の
結
果
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
公
立
の
教
育
・
保
育
施
設
に
係
る
施
策
の
実
施
状
況
等
に
つ
い
て
も
、
そ
の
対
象
と
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
際
、
こ
の
一
連
の
過
程
を
開
か
れ
た
も
の
と
す
る
た
め
、
地
方
版
子
ど
も
・
子
育
て
会

議
を
活
用
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

評
価
に
お
い
て
は
、
個
別
事
業
の
進
捗
状
況
（
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
）
に
加
え
、
計
画
全
体
の
成
果
（
ア
ウ
ト
カ
ム
）
に

つ
い
て
も
点
検
・
評
価
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
推
進
に
お
い
て
は
、
利
用
者
の
視
点
に

立
っ
た
柔
軟
か
つ
総
合
的
な
取
組
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
取
組
を
評
価
す
る
た
め
、
利
用
者
の
視
点
に
立
っ
た

指
標
を
設
定
し
、
点
検
及
び
評
価
を
行
い
、
施
策
の
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

法
の
施
行
後
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
を
受
け
た
保
護
者
の
認
定
区
分
ご
と
の
人
数
が
、
二
の
２
の

若
し
く
は
四

（一）


